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第 １０ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２５年１０月２１日（月）午前１０時００分 

 

場      所  津市美里庁舎 ２階 会議室１ 

 

出 席 部 会 委 員   1 池田 長義・ 2 太田 義政・ 3  森  恒利・ 5 青木 正司 

 

6 赤塚 薫 ・ 7 伊藤 征一・ 9 大田 武士・10 奥山 勘五郎 

 

13 丹羽 芳久・14 前田 紀男・15 杉谷 正美・16 田中 茂人 

 

20 中川 文博・22 中林 長一・23 平井 秀次・43 後藤 勝 

 

48 前川 正次 

以上１７名 

 

欠 席 委 員   

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部主査 美里：谷川主査 安濃：紀平担当副主幹 

 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：東山主査  

 

議 事 録 署 名 者  3 森 恒利 ・ 16 田中 茂人 

 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 
 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 
 

報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出受理取消願いについて 
 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 
 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 
 

報告第７号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 
 

報告第８号 時効取得による所有権の移転について 
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議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 
 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 
 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有

権移転） 
 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃貸

借権） 
 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・使用

貸借） 
 

議案第６号 非農地証明願について 
 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて（別冊） 

 

 

議議議議            事事事事            のののの            大大大大            要要要要    

 

 

議  長   それでは第１０回第１農地部会を開催させていただきます。 

本日の欠席は、全員出席という事でございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、議事録署名者を私の方からご指名をさせていただきます。 

３番  森  委員 、１６番 田中 委員、よろしくお願いいたします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から第８号

まで、事務局から一括して報告をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から９で、件数は９件、合計面積１６，７２０㎡、その内訳は、すべ

て田でございます。 

これらにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、借り人の双方の合意

に基づき解約したものであります。 

続いて、２ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、でござい

ます。 

これらにつきましては、相続の届出によるものでございまして、件数は３件、

合計面積は２０，４０４．５８㎡で、その内訳は、田が１６，８１２㎡、畑が

３，５９２．５８㎡でございます。 

いずれの案件もあっせん等の希望はございません。 

３ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 
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番号１は、駐車場用地、番号２は、貸し駐車場用地、番号３は、共同住宅用

地、番号４は、駐車場用地、番号５は、共同住宅用地、番号６は、農業用倉庫

用地。 

番号７は、駐車場用地でございますが、この案件につきましては、９月１７

日に届け出を受理いたしましたが、その後、事業計画に変更が生じたとのこと

で、９月２５日に取消願が提出されております。 

番号８は、太陽光発電施設用地でございます。 

以上件数は８件、合計面積は３，８４８㎡で、その内訳は、田が１，１７９

㎡、畑が２，６６９㎡でございます。 

４ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出受理取消願につい

て、でございます。 

先ほどの報告第３号、番号７にありました届出でございますが、９月２５日

に届出受理の取消願が提出されましたので、１０月９日付けで取消しの通知を

させていただきました。取り消した面積は、畑で７３０㎡でございます。 

次に５ページから６ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１は、保育園運動場用地、番号２は、駐車場用地、番号３は、店舗用地、

番号４は、一般個人住宅用地、番号５は、駐車場用地、番号６は、一般個人住

宅用地、番号７は、資材置場及び駐車場用地、番号８は、駐車場及び進入路用

地、番号９は、建売分譲住宅用地、番号１０は、駐車場用地でございます。 

以上件数は１０件、合計面積は７，８３９㎡で、その内訳は、田が     

２，３０３㎡、畑が５，５３６㎡でございます。 

７ページをお願いいたします。 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

番号１は、店舗用地、番号２は、駐車場用地でございます。 

以上件数は２件で、合計面積は、畑で９６１㎡でございます。 

８ページをお願いいたします。 

報告第７号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１は、集合住宅用地、番号２は、一般個人住宅用地でございます。 

以上件数は２件で、合計面積は、畑で８０１㎡でございます。 

９ページをお願いいたします。 

報告第８号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

番号１は、１０年以上前の平成１１年６月３０日より、権利者である    

が、自己の所有であることを信じ平穏・公然に占有しており、取得時効が完成

していると判断されるものであります。 

番号２は、２０年以上前の平成４年１１月１３日より、権利者である    

が、所有の意思をもって平穏・公然に占有しており、取得時効が完成している

と判断されるものであります。 

番号３は、番号２と同様に、２０年以上前の平成４年１１月１３日より、権

利者である     が、所有の意思をもって平穏・公然に占有しており、取

得時効が完成していると判断されるものであります。 
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以上件数は３件で、合計面積は、畑で１，５８０㎡でございます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いします。 

それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １０ページから１１ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 雲出、受け人     、面積４９，５７４㎡、渡し人    、

面積１，１８９㎡、申請地 雲出本郷町磯古    、台帳地目・現況地目と

も田、面積３９２㎡ 外２筆で、合計面積１，１８９㎡です。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大しようとするものです。 

番号２、地区は表記上は黒田外となっておりますが、大里及び黒田になりま

す。受け人     、渡し人     、面積８，０１２㎡、申請地 大里

山室町百石    、台帳地目・現況地目とも田、面積３，１１９㎡ 外河芸

町北黒田及び南黒田地内の９筆で、合計面積８，０１２㎡。 

これにつきましては、息子への生前部分贈与になります。 

番号３、地区 上野、受け人     、面積２０，３４８㎡、渡し人    、

面積１，６８９㎡、申請地 河芸町久知野里前    、台帳地目・現況地目

とも田、面積６９７㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため耕作が不便な渡人から申請地を譲

受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号４、地区 上野、受け人     、面積７，７６７㎡、渡し人     

外１名、面積１，６０９㎡、申請地 河芸町上野酒屋垣内    、台帳地目・

現況地目とも田、面積１７８㎡ 外１筆で、合計面積２６３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人に申請地の譲渡を要望し、営農を拡大し

ようとするものです。 

１１ページをお願いいたします。 

番号５、地区 椋本、受け人     、面積７，５０９㎡、渡し人     、

面積８，３４１．７９㎡、申請地 芸濃町椋本巾    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積２３６㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足により営農を縮小したい渡人から申

請地を譲受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号６、地区 村主、受け人     、面積９，３１７㎡、渡し人     、

面積４，９７２㎡、申請地 安濃町今徳礀    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積２２２㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足により営農を縮小したい渡人から申

請地を譲受け、営農を拡大しようとするものです。 

以上件数は６件で、合計面積は１０，６１９㎡、その内訳は田８，５８５㎡、 

畑２，０３４㎡でございます。 
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いずれの案件も、農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に

影響もなく農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を

伺います。１番、雲出。 

 

大田委員   ９番 大田です。事務局の説明の通り、特に問題はないと思います。よろし

くお願いします。 

 

議  長   ２番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番 丹羽です。生きている間に明確にしたいとの事で、長男に生前贈与

するということですので、よろしくご承認お願いします。 

 

議  長   ３番、４番、上野。一括してお願いします。 

 

前田委員   １４番 前田です。事務局の説明どおり、特に問題はありません。 

 

議  長   ５番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。現場確認へ行ってまいりました。問題ございませんので、

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ６番、村主。 

 

平井委員   ２３番 平井です。許可しても、特に問題はございませんので、よろしくお

願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第１号については、

許可することに決定いたします。 

次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１２ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区 栗真、申請者     、申請地 栗真町屋町中新畑    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積７７０㎡です。 

これにつきましては、申請地を、太陽光発電施設用地とするものです。農地
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区分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本西町    、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積４６㎡ 外１筆で、合計面積７２㎡。 

これにつきましては、申請地を墓地として昭和６２年から利用しており、始

末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

番号３、地区 長野、申請者     、申請地 美里町平木中広尾    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積１，２３５㎡の内３４２㎡です。 

これにつきましては、申請地を、太陽光発電施設用地とするものです。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は３件、合計面積は１，１８４㎡で、その内訳は、田が４６㎡、畑

が１，１３８㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さんから

のご意見をお伺いいたします。１番、栗真。 

 

青木委員   ５番 青木です。１７日に北部の委員さんと現地確認しましたが、何ら問題

はありませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。この案件でございますが、本堂の北側へ墓地用地を拡張

したいという事でございまして、問題ございませんのでよろしくお願いしたい

と思います。 

 

議  長   ３番、長野。 

 

中川委員   ２０番 中川です。事務局の説明の通り、３枚の段々畑になっている、その

１枚分に太陽光発電施設を作るという事で、何ら問題はないと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

 

中林委員   ２２番 中林です。ただいま２番、椋本の墓地の件ですが、これは墓地の拡

幅という意味ですか。 

 

田中委員   １６番 田中です。もう墓地も狭くなりました。 

 

中林委員   ２２番 中林です。場所が狭くなって墓地の拡幅となると、墓地埋葬法に関
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する法律がありますが、どうですか。墓地の拡張はどこでも、農業委員会の許

可があれば出来るのか、出来ないのか。 

 

議  長   事務局どうですか。 

 

事 務 局   この案件は、現在、墓地になっているものを始末書で追認をさせていただく

というものです。申請者から始末書が提出されておりまして、ここに写真も添

付していただいております。この中で既に昭和６２年７月５日から墓地となっ

ているという事で提出されております。拡張の申請ではありません。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござい

ました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による

許可申請について（農業委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いいた

します。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 藤水、受け人     、渡し人 亡き     の死因贈

与契約執行者     、申請地 藤方黒木    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積３０９㎡です。 

これにつきましては、受人は、所有者の遺言に基づき死因贈与を受け、申請

地を駐車場用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 椋本、受け人     、渡し人     、申請地 芸濃

町椋本中町    、台帳地目・現況地目とも田、面積３３３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅用

地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 安濃、受け人     、渡し人     、申請地 安濃

町内多上河原    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積１３８㎡。 

これにつきましては、受人は、平成２３年２月から駐車場として利用してお

り、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

以上件数は３件、合計面積は７８０㎡で、その内訳は田３３３㎡、畑４４７

㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見を伺います。１番、藤

水。 
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奥山委員   １０番 奥山です。現地立会いもして、結構道も広いし、問題ないと思いま

す。 

 

議  長   ２番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。現地確認に行ってまいりました。近隣も住宅が建ってお

りまして、問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林です。ここは宅地の続きの土地で、敷地が狭いことから、既に

駐車場用地として利用してしまっているものです。始末書も添付されておりま

すので、問題ないと思います。 

 

議  長   はい。地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいか

がでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第３号については、

許可をすることに決定いたします。 

次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 安濃、借り人     、貸し人     、申請地 安濃

町安濃東谷    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積３９６㎡ 外２

筆で、合計面積１，１７１㎡です。 

これにつきましては、借り人、貸し人双方が、１年間の賃貸借契約を締結し、

資材置場として利用しようとする申請でありますが、５年ほど前から借り人の

資材置場として利用しており、始末書の提出がありますことから追認しようと

するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。以上件数はこの１件

で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たし

ていると考えます。以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地元委員さんのご意見をお伺いいたします。 

 

中林委員   ２２番 中林。ただいまの事務局の説明通りでございますので、よろしく許

可のほどをお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 
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部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第４号については、

許可をすることに決定いします。 

次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・使用貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 安東、借り人     、貸し人     、申請地 納所

町東浦    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２２８㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と３０年間の使用貸借契約をし、申

請地を一般個人用住宅用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断さ

れます。 

番号２、地区 安東、借り人     、貸し人     、申請地 納所

町西垣内    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２０１㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と３０年間の使用貸借契約をし、申

請地を農家分家の一般個人用住宅用地とするものです。農地区分は、第３種農

地と判断されます。 

番号３、地区 大里、借り人     、貸し人     、申請地 大里

窪田町中鳶    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４９９㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と３０年間の使用貸借契約をし、申

請地を農家分家の一般個人用住宅用地とするものです。農地区分は、第３種農

地と判断されます。 

番号４、地区 椋本、借り人     、貸し人     、申請地 芸濃

町椋本西町    、台帳地目・現況地目とも田、面積３３３㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と期限を定めない使用貸借契約をし、

申請地を駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 明、借り人     、貸し人     、申請地 芸濃町

中縄藤廼井    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積２２１㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と期限を定めない使用貸借契約をし、

申請地を一般個人用住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

以上件数は５件、合計面積は１，４８２㎡で、その内訳は田１，０５３㎡、

畑４２９㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見を伺います。１番、安

東。 

 

太田委員   ２番 太田です。１番、２番とも現地確認をお願いしました。そして、この 

          さんと    さんは親子関係で、嫁いだ娘が親元に帰って来るとい
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う事で、大変喜ばしい事で、何ら問題はございませんので、よろしくお願いい

たします。 

 

議  長   ３番は私、大里でございます。今の話と一緒で、    さんが母親で、 

    さんは自分の娘でございまして、分家住宅という事で、よろしくお願

いいたします。何ら問題はないと思います。４番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。駐車場用地として、住職の奥さんがお寺に貸すという事

でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ５番、明。 

 

杉谷委員   １５番 杉谷です。これは親子関係で、県営住宅に住んでいる息子さんが、

実家へ帰ってくるということでした。親が住んでいる傍の土地を買って、一般

住宅を建てようとしたところ、その中の一部に農地が残っていたため、今回の

申請となりました。何ら問題はないように思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござい

ました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第５号については、

許可をすることに決定をいたします。次に議案第６号 非農地証明願について 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願について、でございます。 

番号１、地区 雲出、願出者    、申請地 雲出島貫町町中    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１６８㎡です。 

これにつきましては、昭和４７年月日不詳で建物の登記がされておりますこ

とから、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に

より、当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当してお

ります。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんのご意見を伺います。１番、雲出。 

 

大田委員   ９番 大田です。今の事務局の説明通りで、１５日に農業委員と事務局で現

地確認に行きました。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   それでは、地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん

いかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第６号については、

証明することに決定いたします。 

次に別冊でお配りしました議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別に、下の合計欄

でご説明いたします。 

津地区につきましては、田の賃貸借、所有権移転で４３，２９８㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で４，７０６㎡、契約件数は２０件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３６，１６０㎡、畑の使

用貸借で１９８㎡、契約件数は１４件でございます。 

安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で５８，６６８㎡、畑の賃

貸借で４，７０１㎡、契約件数は１７件でございます。 

芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で４２，２７１㎡、畑の使

用貸借で１，０３６㎡、契約件数は１５件でございます。 

美里地区につきましては、田の賃貸借で２，３０１㎡、契約件数は２件でご

ざいます。 

香良洲地区につきましては、今回、集積はございません。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて     

１８２，６９８㎡、畑の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて１０，６４１㎡

で、合計契約件数は６８件、合計面積は１９３，３３９㎡となっております。 

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は、津地区１０件、河芸地区１件、安濃地区  

１０件、芸濃地区１２件でございます。合計で、契約件数が３３件、面積は    

１２０，３６２㎡です。 

なお、今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。皆さんの御意見はどうでございましょうか。

よろしくお願いします。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。異議なしという事でございますので、それでは、議

案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画

の決定については適正であると認め、市長に進達することにいたします。 

以上で、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

以上で第１０回第１農地部会を終了いたします。 
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午前１０時４５分 

 

 

上記は、第１０回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

平成２５年 １０月２１日 

 

 

                        議  長 

  
                        出席委員 

 

                        出席委員 


